
令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

〇
農
林
水
産
省
令
第
五
十
八
号

獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
獣
医
師
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
月
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

野
村

哲
郎





獣
医
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

獣
医
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
農
林
省
令
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報


